
市内中小企業に対する調査について 

１ 調査の目的 

令和５年１１月１日に施行した「稲沢市中小企業振興基本条例」においては、市の責務として

中小企業の実態の的確な把握、適切な中小企業振興施策（以下「施策」という。）の策定、実施

に努めること、また、中小企業振興会議（以下「振興会議」という。）において中小企業者の意

見を聴取して市に施策を提言することが定められている。有効な施策を検討するために、中小企

業に広く調査し、実態や施策ニーズを把握することが必要となる。 
 

２ 調査の対象 

今回の調査では、総務省統計局から提供を受けたデータベースの４,３４８事業所を、大きく

４つの業種に大別し、区分毎で無作為に抽出した合計１,０００事業者を調査対象とする。 

業種区分(分類) 母集団事業所数 抽出割合 算出係数 抽出事業者 

① 製造業  (Ｅ) ５８５ １３.５％ ２.０ ２７.０％ ２７０者 

② 建設業  (Ｄ) ３８５ ８.９％ ２.０ １７.８％ １７８者 

③ 卸‣小売業(Ｉ) ９７５ ２２.４％ １.０ ２２.４％ ２２４者 

④ サービス業他 ２,４０３ ５５.２％ 残数 ３２.８％ ３２８者 

合 計 ４,３４８ １００.０％  １００.０％ １,０００者 

※ 分類は日本標準産業分類の大区分を表わす。「④サービス業他」には統計上農業も含まれ

るが、明らかに中小企業でない者と併せ対象から除外する。 
 

３ 調査方法 

令和６年３月初旬に１,０００事業者に対し調査依頼及び調査票を郵送する。調査票に記入し

同封の返信用封筒に入れて返信、または入力フォームによるオンラインでの回答を求める。商工

会議所・商工会の会報等で対象となった事業者に回答をお願いし、３月２２日の入力・郵送到着

を期限として回答を集約する。調査票における記名は任意とするが、期限までに未到着・無記名

の事業者にはハガキにより提出のお願いを発出する。 
 

４ 集計方法 

①～④の区分毎に回答項目を単純集計し、４月中旬に１次集計の結果を振興会議委員等に報告

する。調査のとりまとめの方向等を定め、必要なクロス集計のデータを調製する。個別調査票の

内容については、回答事業者が特定されないよう配慮しつつ、クロス集計に必要なデータは協議

の場において開示する。 

調査の結果については、６月を目途に振興会議委員等に報告した後、電子メールまたは郵送で

回答のあった事業所に送付し、概要は市ホームページ等で公開する。 

R6.1.31 

（第１回振興会議資料６修正） 


